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４４．０５ 

 

同一出願人により同日に出願された二以上の意匠登録出願についての 

意匠法第９条及び第１０条第１項の適用について 

 

 

＜取扱いの原則＞ 

 

(1) 協議の対象 
 
① 同日に出願された同一又は類似の意匠登録出願は、同一人、他人に関わらず意９条

２項の規定に基づく協議の対象とする。 
  
② なお、同日に出願された類似する意匠登録出願が同一人に係るものであって、本意

匠とその関連意匠、又は、基礎意匠（注１）とその関連意匠及び当該関連意匠に連鎖

する段階的な関連意匠（以下、基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段

階的な関連意匠を「基礎意匠に係る関連意匠」という。）として出願され、その関

係が成り立っている場合（注２）には、意９条２項の規定に関わらず協議の対象とし

ない。 
 

（注１） 本意匠のうち最初に選択されたもの、すなわち、「本意匠」であって他の意匠の

関連意匠でないものを「基礎意匠」という。 

（注２） 関連意匠は、本意匠として選択した意匠に類似するものでなければならない。 

 

(2) 協議の対象とした出願について、協議により一つが定められれば登録査定をする。 

また、本意匠とその関連意匠、又は、基礎意匠と基礎意匠に係る関連意匠とする補

正が行われ、その関係が成り立つ場合（注）にも登録査定をする。 

（注）  関連意匠は、本意匠として選択した意匠に類似するものでなければならない。 

 

(3) 協議の不成立 
 
① 指定期間内に届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなす（意９条５

項）。 
 
② 協議に対する届出の内容に矛盾がある場合、あるいは届出上は矛盾がない場合で

あっても届出内容に合致した手続（補正、取下げ等）がなされない場合（注）は、協

議が成立しなかったものとみなす。 
 

（注） ・ 選択しなかった意匠の取下げが行われない場合 

 ・ 複数の意匠が互いを本意匠として選択しあっており、基礎意匠を定めることが

できない場合など 
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(4) 査 定 
 
① 本意匠とその関連意匠、又は、基礎意匠と基礎意匠に係る関連意匠の関係が成立し、

それらの意匠に他に拒絶の理由がない場合、本意匠と関連意匠、又は、基礎意匠と

基礎意匠に係る関連意匠は、同時に登録査定をする。ただし、国際意匠登録出願の

場合には、本意匠の意匠権の設定の登録を待ってから、関連意匠の登録査定を行う。  
 
② 本意匠に拒絶の理由がある場合、関連意匠は本意匠の登録を待って登録査定を行う。 

  

 

 

【凡例】 

以下の説明において、各図は下記の意味を表すものとして使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該意匠 

 

当該意匠の類似する範囲 

類似する関係 

類似しない関係（類似範囲に重なりがある） 

類似しない関係（類似範囲に重なりがない） 

基礎意匠 

本意匠と関連意匠の関係 

基 

本 関 



44.05 

―3― 

１‐１．同日に出願された類似しない２つの意匠（本意匠－関連意匠関係なし） 

 

 

 

 

 

 

 

１‐２．同日に出願された類似しない２つの意匠（本意匠と関連意匠の出願） 

 

 

 

１‐３．同日に出願された類似しない２つの意匠（関連意匠に拒絶の理由がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ（本意匠）とＢ（関連意匠）が類似しない

場合は、Ｂに対して、意１０条１項の拒絶の理

由を通知する。 

・拒絶の理由がないＡは、先に登録する。 

 

 

・Ｂについて、本意匠の表示の欄を削除する補

正が行われたときは登録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拒絶の理由のないＡ（本意匠）は、先に登

録する。 

・拒絶理由のあるＢ（関連意匠）に、拒絶の

理由を通知する。   

（あわせて、Ａ（本意匠）に類似しない旨を

「なお書き」として記載する。） 

     

 

・Ｂについて、拒絶の理由が解消し、関連意

匠とすることを維持している場合は、意１０

条１項の拒絶の理由を通知する。 

（以降は、１－２．参照） 

 

・Ａ及びＢを登録する。 

Ａ 

拒絶理由 

本 

Ａ 

関 

Ｂ 

本 

Ａ 

関 

Ｂ 
 

Ｂ 非類似 

非類似 

本 

Ａ 

関 

Ｂ 

Ａ Ｂ 

非類似 
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１‐４．同日に出願された類似しない２つの意匠（本意匠に拒絶の理由がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２‐１．同日に出願された類似する２つの意匠（本意匠－関連意匠の関係なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ及びＢ双方に、意９条４項に基づく協議

を指令する。 

・同一人に係る出願の場合には、長官名の協

議指令と共に審査官名の意９条２項に基づく

拒絶の理由を通知する。 

 

・いずれか一方を選択する旨の届出があり、

他方が取り下げられたときは、選択された一

方を登録する。 

・届出がなく、一方の取下げのみが行われた

ときは、指定期間の経過後、協議の必要がな

くなった他の一方を登録する。 

 

・同一人に係る出願（譲渡等によって同一人

になった場合を含む）であって、届出と共

に、一方を本意匠として他方をその関連意匠

出願とする補正があったときは、両意匠を登

録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ（本意匠）に拒絶の理由を通知する。 

・Ｂ（関連意匠）には、Ａ（本意匠）と類似

せず、意１０条１項に基づき、関連意匠とし

て意匠登録を受けられない旨の拒絶の理由を

通知する。 

 

 

・Ａについて、拒絶の理由が解消したとき

は、登録する。 

・Ｂについて、本意匠の表示の欄を削除する

補正が行われたときは登録する。 

 

拒絶理由 

本 

Ａ 

関 

Ｂ 

Ｂ Ａ 

Ｂ Ａ 

Ａ Ｂ 

本 

Ａ 

関 

Ｂ 

 

類似 

非類似 
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２‐２．同日に出願された類似する２つの意匠（本意匠と関連意匠の出願） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３．同日に出願された類似する２つの意匠（一方に拒絶の理由がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拒絶の理由があるＢに、その拒絶の理由を

通知する。 

・Ｂの結果によって協議が必要となるＡには、

「待ち通知」を行う。 

 

 

 

・Ｂについて、拒絶の査定又は審決が確定し

たときは、Ａを登録する。 

 

 

 

・Ｂの拒絶の理由が解消したときは、両意匠

が意９条２項の規定に該当するものとなるの

で、双方に意９条４項に基づく協議を指令す

る。 

       （以降は、２‐１．参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本意匠とその関連意匠として出願され、類

似すると認められるときは、両意匠を登録す

る。 

拒絶理由 

Ａ Ｂ 
 

Ｂ Ａ 

Ｂ Ａ 
 

関 

Ｂ 

本 

Ａ 

類似 

類似 
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２－４．同日に出願された類似する２つの意匠（関連意匠に拒絶の理由がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｂ（関連意匠）に拒絶の理由を通知する。 

・拒絶の理由のないＡ（本意匠）は、先に登

録する。 

 

 

 

 

・Ｂの拒絶の理由が解消したときは、関連意

匠として登録する。 

 

 

 

・Ｂについて拒絶の査定又は審決が確定した

場合、先に登録したＡのみが登録されること

となる。 

拒絶理由 

Ａ 

Ｂ 

 

Ｂ Ａ 

Ｂ 

Ａ 
 

関 本 

関 本 

類似 
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２‐５．同日に出願された類似する２つの意匠（本意匠に拒絶の理由がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ（本意匠）に対して拒絶の理由を通知す

る。 

・Ｂ（関連意匠）には「待ち通知」を行う。 

 

 

 

 

 

・Ａの拒絶の理由が解消したとき、本意匠と

関連意匠として、Ａ及びＢをいずれも登録す

る。 

 

 

 

 

・Ａの拒絶の査定又は審決が確定したとき

は、Ｂに対して、本意匠が存在せず関連意匠

として登録を受けることができない旨の拒絶

の理由（意１０条１項）を通知する。 

・これに対して、本意匠の表示を削除する補

正が行われたときは、Ｂを登録する。 
 

 

・なお、本意匠と関連意匠を入れ替える補正

が行われたときは、拒絶の理由がないものと

なるＢを先に登録する。 

（前記２－４．参照） 

 

 

 

拒絶理由 

Ａ 

Ａ 

 

Ｂ Ａ 

Ｂ 

Ｂ 
 

関 本 

関 本 

拒絶理由 
Ｂ Ａ 

関 本 

関 本 

類似 
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３‐１．同日に出願された相互に類似する３つの意匠（本意匠－関連意匠関係なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ―Ｂ、Ｂ―Ｃ、Ｃ―Ａの間にそれぞれ協

議を指令する。 

（Ａには、Ｂ、Ｃとの協議指令、 

 Ｂには、Ａ、Ｃとの協議指令、 

 Ｃには、Ａ、Ｂとの協議指令を行う。） 

 

 

 

・Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか一のみを選択する旨

の届出があり、他が取下げられたときは、選

択された一の意匠を登録する。 

 

 

 

 

 

・三意匠が同一人に係る場合であって、いず

れか一を本意匠として、他をその関連意匠と

する旨の届出と補正があったときは、三意匠

を登録する。 

 

 

 

・いずれか一を基礎意匠として、他を、基礎

意匠を本意匠とする関連意匠、その関連意匠

を本意匠とする関連意匠とする旨の届出と補

正があったときは、三意匠を登録する。 

 

 

 

・左記のように、三意匠がいずれも関連意匠

となる届出と補正があったときは、一の意匠

が基礎意匠として選択されていないことか

ら、関連意匠として登録を受けることができ

ない旨の拒絶の理由（意１０条１項）を通知

する。 

Ｂ Ａ 

C 

Ａ Ｂ 

C 

Ｂ Ａ 

C 

Ｂ 

C 

Ｂ Ａ 

C 

関 
基 

関 

本 

関 本 

関 

本 関 

本 

Ａ 

本 

関 
本 

関 

類似 

類似 類似 
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３‐２．同日に出願された相互に類似する３つの意匠（２つが本意匠と関連意匠の出願） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３‐３．同日に出願された相互に類似する３つの意匠（１つに拒絶の理由がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ―Ｃ、Ｂ―Ｃ間に協議を指令する。 

  （以降は、３‐１．参照） 

  

・拒絶の理由があるＢに、その拒絶理由を通

知する。 

・出願Ｂの結果によって協議が必要となる

Ａ、Ｃには、「待ち通知」を行う。 

 

 

 

 

 

・Ｂについて拒絶の査定又は審決が確定した

ときは、Ａ―Ｃの間に協議を指令する。 

（以降は、２―１．参照） 

 

 

 

 

 

・Ｂの拒絶の理由が解消したときは、 

Ａ―Ｂ、Ｂ―Ｃ、Ｃ―Ａの間に協議を指令す

る。 

（以降は、３―１．参照） 

Ｂ Ａ 

C 

関 本 

類似 

類似 類似 

Ｂ Ａ 

C 

類似 

類似 類似 

拒絶理由 

Ａ 

C 

 
Ｂ 

Ｂ Ａ 

C 
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４‐１．同日に出願された類似又は非類似の３つの意匠（本意匠－関連意匠関係なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ａ―Ｂ、Ｂ―Ｃの間にそれぞれ協議を指令

する。 

 

 

 

 

 

・Ａ―Ｂ間でＡを選択する旨の届出、及びＢ

―Ｃ間でＣを選択する旨の届出があり、Ｂが

取り下げられた場合は、Ａ、Ｃを登録する。 

 

 

 

 

・Ｂを本意匠として、Ａ、Ｃをその関連意匠

とする届出と補正があったときは、三意匠を

登録する。 

 

 

 

 

・Ａを基礎意匠とし、ＢはＡを本意匠とする

関連意匠、ＣはＢを本意匠とする関連意匠と

する届出と補正があったときは、三意匠を登

録する。 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

Ａ C Ｂ 

Ｂ Ａ C 

Ｂ C 

関 本 関 

関 本 

関 本 

Ａ 
基 

非類似 
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４‐２．同日に出願された類似又は非類似の３つの意匠（本意匠－関連意匠関係(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４‐３．同日に出願された類似又は非類似の３つの意匠（本意匠－関連意匠関係(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・本意匠Ａに類似しないＣは、Ｂとの協議が

必要となる。 

・Ｂ―Ｃ間に協議を指令する。（Ａ、Ｂ、Ｃが

相互に類似する関係（３―１．の関係）にな

いことを示すため、Ｃには、Ａに類似しない

旨を併せて記載する。本意匠―関連意匠の関

係が成立するＡ―Ｂは、意１０条１項により

意９条２項の規定が適用されないので、協議

指令の対象とならない。） 

・Ａには、「待ち通知」を行う。 

 

 

・Ｂ―Ｃについて、Ｃを選択し、なおＡを本

意匠とすることを維持する旨の届出があった

ときは、Ｃに対して意１０条１項の拒絶の理

由を通知する。 

 （以降は、４‐１．参照） 

 

  

・Ｂ―Ｃの間に協議を指令する。（本意匠―関

連意匠の関係が成立するＡ―Ｂは、意１０条

１項により意９条２項の規定が適用されない

ので、協議指令の対象とならない。） 

・Ａには、「待ち通知」を行う。 

 （以降は、４‐１．参照） 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

非類似 

関 本 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

非類似 

関 
本 

関 

Ａ C 

関 本 

Ｂ 
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４‐４．同日に出願された類似又は非類似の３つの意匠（本意匠－関連意匠関係(3)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・Ｃに対して、意１０条１項に該当せず登録

を受けられない旨の拒絶の理由を通知する。 

・拒絶理由のないＡ、Ｂは、本意匠―関連意

匠として先に登録する。 

 

 

 

 

・Ｃについて、本意匠の表示欄を削除する補

正が行われたときは、登録する。 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

関 
本 

関 

非類似 

非類似 

Ｂ Ａ C 

関 本 
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４‐５．同日に出願された類似又は非類似の３つの意匠（本意匠－関連意匠関係(4)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４‐６．同日に出願された類似又は非類似の３つの意匠（本意匠－関連意匠関係(5)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・本意匠に類似しないＢ、Ｃは、関連意匠と

して登録を受けることができない。 

・Ｂ―Ｃの間に協議を指令する。 

（前記４―３．と異なることを示すために、   

Ｂ、Ｃとも本意匠に類似しない旨を「なお書

き」として記載する。） 

・拒絶の理由がないＡは、先に登録する。 

 

・Ｂ―Ｃについて、本意匠とその関連意匠と

する旨の届出と補正があったときは、Ｂ、Ｃ

を登録する。 

 

 

 

・ＢあるいはＣの一方を選択する旨の届出が

あり、他の一方が取り下げられたときは、選

択された意匠を登録する。 

 

・ＢあるいはＣの一方を選択し、一方を取り

下げた場合であって、Ａを本意匠とすること

を維持する旨の届出があったときは、選択さ

れたＢあるいはＣに対して意１０条１項の拒

絶の理由を通知する。 

（以降は、１‐２．参照） 

 

 

    

・Ｂ―Ｃの間に協議を指令する。 

（前記４‐２．と異なることを示すため、Ｂ

には、本意匠に類似しない旨を「なお書き」

として記載する。） 

・拒絶の理由がないＡは、先に登録する。 

（以降は、４‐５．参照） 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

関 
本 

関 

非類似 

非類似 

 

Ｂ Ａ C 

Ｂ Ａ 

関 本 

関 本 

C 

Ａ C Ｂ 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

関 本 

非類似 

非類似 
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５‐１．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・Ａ―Ｂ、Ｂ―Ｃ、Ｃ―Ｄの間に協議を指令

する。 

 

 

 

 

 

 

・各協議の一方を選択する旨の申出と、他方

を取り下げることにより、一意匠又は互いに

類似しない二意匠（「Ａ、Ｃ」「Ｂ、Ｄ」「Ａ、

Ｄ」）が選択されたときは、それぞれを登録す

る。 

 

 

 

・Ａを基礎意匠とし、ＢはＡを本意匠とする

関連意匠とし、ＣはＢを本意匠とする関連意

匠とし、ＤはＣを本意匠とする関連意匠とす

る届出と補正があったときには、それぞれ登

録する。 

 

 

・Ｂを基礎意匠とし、Ａ、ＣはＢを本意匠と

する関連意匠とし、ＤはＣを本意匠とする関

連意匠とする届出と補正があったときには、

それぞれ登録する。 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｄは非類似 

Ａ C Ｂ Ｄ 

Ｂ C Ｄ 

Ａ C Ｄ 

関 本 

関 本 

関 本 

関 本 

関 本 

関 

B 

 

基 

Ａ 
基 
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５‐２．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(1)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５‐３．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５‐４．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(3)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・Ｃ―Ｄの間に協議を指令する。 

・Ａ、Ｂには、「待ち通知」を行う。 

（以降は、５－１．参照） 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｄは非類似 

関 本 関 

  

・意１０条１項の規定が適用されないＢ―Ｃ

の間に協議を指令する。 

・Ａ、Ｄには、「待ち通知」を行う。 

（以降は、５－１．参照） 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｄは非類似 

関 本 関 本 

  

・Ｂ―Ｃの間に協議を指令する。 

・Ａ、Ｄには、「待ち通知」を行う。 

（以降は、５－１．参照） 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C 

類似 

Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｄは非類似 

関 本 関 本 
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５‐５．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(4)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５‐６．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(5)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・Ａ―Ｂ、Ｃ―Ｄの間に協議を指令する。 

（Ｃについては、本意匠Ｂに類似しない旨を

「なお書き」として記載する。） 

 

 

 

 

 

・Ａ―Ｂについて、いずれか一方を選択する

か、本意匠とその関連意匠とする旨の届出と

補正があったときは、登録する。 

・Ｃ―Ｄについて、いずれか一方を選択する

か、本意匠とその関連意匠とする旨の届出と

補正があったときは、登録する。 

 

 

・Ｄを取下げ、Ｃを選択して、Ｂを本意匠と

することを維持する届出があったときは、Ｃ

に対して、意１０条１項の拒絶の理由を通知

する。 

           

Ｂ Ａ 

類似 

C Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｃ,Ｂ-Ｄは非類似 

関 本 

Ｂ Ａ C Ｄ 

本 関 本 関 

Ｂ Ａ C 

本 関 関 

  

・Ｃ‐Ｄ間に協議を指令する。 

（Ｃについては、本意匠Ａに類似しない旨を

「なお書き」として記載する。） 

・拒絶の理由がないＡ―Ｂは、先に登録す

る。 

（以降は、５－５．参照） 

Ｂ Ａ 

類似 

C Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｃ，Ｂ-Ｄは非類似 

関 
本 

関 
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５‐７．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(6)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５‐８．同日に出願された類似又は非類似の４つの意匠（本意匠－関連意匠関係(7)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・Ａ―Ｂの間に協議を指令する。 

・Ｃには、「待ち通知」を行う 

・本意匠に類似しないＤには、意１０条１項

の拒絶の理由を通知する。 

 

 

 

 

・Ｄについて、本意匠の表示の欄を削除する

補正があれば、登録する。 

（Ａ、Ｂ、Ｃの以降の扱いは、４‐２．参

照） 

Ｂ Ａ 

類似 

C Ｄ 

類似 

Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｄ，Ｃ-Ｄは非類似 

関 本 関 

Ｂ Ａ C Ｄ 

本 関 

  

・Ｂ―Ｃ、Ｃ―Ｄの間に協議を指令する。 

（Ｂについては、本意匠Ａに類似しない旨を

「なお書き」として記載する。） 

・拒絶の理由がないＡは、先に登録する。 

（Ｂ、Ｃ、Ｄの以降の扱いは、４‐１．参

照。 

 

 

・Ｂを選択し、Ａを本意匠とすることを維持

する届出があったときは、Ｂに対して意１０

条１項の拒絶の理由を通知する。 

 

 

Ｂ Ａ 

類似 

C Ｄ 

類似 

関 本 

Ｂ Ａ Ｄ 

Ａ-Ｂ，Ａ-Ｃ，Ａ-Ｄ，Ｂ-Ｄは非類似 

本 関 

C 




